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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱可塑性樹脂からなり、熱圧着により接合されている二以上の基材と、
　前記熱可塑性樹脂よりも熱変形温度が高い材料からなり、前記基材の少なくとも一つが
有する空間内に挿入されている一以上の部材と、から構成され、
　前記基材のうち少なくとも一つと前記部材のそれぞれに液体が通流される流路が形成さ
れており、
　前記流路を通流する前記液体あるいは前記液体に含まれる試料に対して光が照射される
光照射部を備え、
　前記空間内に挿入されている前記部材が、熱圧着により熱変形した前記基材の前記空間
を構成する壁面によって固定保持されているマイクロチップ。
【請求項２】
　前記空間内における前記部材の位置が前記壁面によって位置決めされている請求項１記
載のマイクロチップ。
【請求項３】
　前記基材の少なくとも一つと前記部材とにそれぞれ形成された前記流路が連絡するよう
に、前記部材が前記空間内に位置決めされている請求項１又は２記載のマイクロチップ。
【請求項４】
　前記光照射部は前記基材を構成する前記熱可塑性樹脂よりも光透過性に優れた材料から
なる請求項１～３のいずれか一項に記載のマイクロチップ。
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【請求項５】
　前記基材の少なくとも一つに形成された前記流路は、微小粒子を含むサンプル液を導入
するサンプルインレットと、前記微小粒子を含む液滴を排出する吐出口と、を備える請求
項１～４記載のマイクロチップ。
【請求項６】
　前記基材の少なくとも一つに形成された前記流路は、シース液を導入するシースインレ
ットと、前記サンプル液及び前記シース液が合流する合流部と、を備える請求項５記載の
マイクロチップ。
【請求項７】
　熱可塑性樹脂からなり、少なくとも一つに形成された空間を有する二以上の基材を配す
る工程と、
　前記空間内に、前記熱可塑性樹脂よりも熱変形温度が高い材料からなる一以上の部材を
挿入する工程と、
　前記基材を熱圧着により接合することによって、前記空間内に挿入された前記部材を、
熱変形した前記基材の前記空間を構成する壁面によって固定保持させる工程と、
を含み、
　前記固定保持させる工程において、前記基材の少なくとも一以上と前記部材とにそれぞ
れ形成された流路が連絡するように、前記部材を前記空間内に位置決めするマイクロチッ
プの製造方法。
【請求項８】
　前記流路を通流する液体あるいは該液体に含まれる試料に対して光が照射される光照射
部を形成する工程と、を更に含む請求項７記載の製造方法。
【請求項９】
　前記固定保持させる工程において、前記空間内における前記部材の位置を前記壁面によ
って位置決めする請求項７又は８記載の製造方法。
【請求項１０】
　前記固定保持させる工程において、前記基材を構成する前記熱可塑性樹脂の熱変形温度
よりも高く、かつ、前記部材を構成する材料の熱変形温度よりも低い温度で、前記基材の
熱圧着を行う請求項７～９のいずれか一項に記載の製造方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術は、複合材料構造物及びその製造方法に関する。より詳しくは、熱変形温度が異
なる材料からなる複数の部材を、熱変形を利用して複合化させた複合材料構造物等に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　近年、半導体産業における微細加工技術を応用し、シリコン製あるはガラス製などの基
板に化学的又は生物学的な分析のための領域あるいは流路を設けたマイクロチップが開発
されてきている。このようなマイクロチップを用いた分析システムは、μ－ＴＡＳ（micr
o-Total-Analysis System）、ラボ・オン・チップあるいはバイオチップなどと称され、
分析の高速化、高効率化あるいは集積化、さらには分析装置の小型化などを可能にする技
術として注目されている。
【０００３】
　μ－ＴＡＳは、少量の試料で分析が可能なことや、マイクロチップの使い捨てが可能な
ことなどから、特に貴重な微量試料や多数の検体を扱う生物学的分析への応用が期待され
ている。μ－ＴＡＳの応用例として、例えば、液体クロマトグラフィーの電気化学検出器
及び医療現場における小型の電気化学センサーなどがある。
【０００４】
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　また、他の応用例として、マイクロチップに配設された流路内で細胞やマイクロビーズ
などの微小粒子の特性を光学的、電気的あるいは磁気的に分析する微小粒子分析技術があ
る。この微小粒子分析技術では、分析により所定の条件を満たすと判定されたポピュレー
ション（群）を微小粒子中から分別回収することも行われている。
【０００５】
　例えば、特許文献１には、「微小粒子を含む液体が通流される流路と、この流路を通流
する液体をチップ外の空間に排出するオリフィスと、が配設され、流路の所定部位に微小
粒子の光学特性を検出するための光照射部が構成されたマイクロチップ」が開示されてい
る。このマイクロチップは、オリフィスから吐出される微小粒子を含む液滴の移動方向を
制御することにより、光照射部において所定の光学特性を有すると判定された微小粒子を
分別回収するために用いられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１０－１９０６８０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　マイクロチップを複数の部材を組み合わせて構成する場合、各部材に形成された流路あ
るいは領域を高精度に位置決めして繋ぎ合わせる必要がある。流路等の位置決め方法とし
ては、従来、顕微鏡を用いて各部材の流路等を観察しながら接続を行うという非常に手間
がかかる方法がとられていた。
【０００８】
　そこで、本技術は、各部材に形成された流路あるいは領域を高精度かつ簡便に位置決め
して繋ぎ合わせることが可能な複合材料構造物を提供することを主な目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題解決のため、本技術は、熱可塑性樹脂からなり、熱圧着により接合された二以
上の基材と、前記熱可塑性樹脂よりも熱変形温度が高い材料からなり、前記基材の少なく
とも一つに形成された空間内に挿入された一以上の部材と、から構成され、前記空間内に
挿入された前記部材が、熱圧着により熱変形した前記基材の前記空間を構成する壁面によ
って固定保持されている複合材料構造物を提供する。
　この複合材料構造物では、前記空間内における前記部材の位置を熱変形した前記壁面に
よって位置決めすることにより、前記基材の少なくとも一以上と前記部材とにそれぞれ形
成された領域が連絡され繋ぎ合わされている。
　この複合材料構造物は、前記領域として液体が通流される流路が形成されたマイクロチ
ップとすることができ、さらに前記流路を通流する液体あるいは該液体に含まれる試料に
対して光が照射される光照射部を備えるものとできる。この場合、前記光照射部は、前記
基材を構成する前記熱可塑性樹脂よりも光透過性に優れた材料からなる部材によって構成
することが好適となる。
【００１０】
　また、本技術は、熱可塑性樹脂からなり、少なくとも一つに形成された空間を有する二
以上の基材を配する工程と、前記空間内に、前記熱可塑性樹脂よりも熱変形温度が高い材
料からなる一以上の部材を挿入する工程と、前記基材を熱圧着により接合することによっ
て、前記空間内に挿入された前記部材を、熱変形した前記基材の前記空間を構成する壁面
によって固定保持させる工程と、を含む複合材料構造物の製造方法を提供する。
　この複合材料構造物の製造方法では、前記空間内における前記部材の位置を熱変形した
前記壁面によって位置決めすることにより、前記基材の少なくとも一以上と前記部材とに
それぞれ形成された領域を連絡し繋ぎ合わせることができる。
　この複合材料構造物の製造方法において、前記基材の熱圧着は、前記基材を構成する前
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記熱可塑性樹脂の熱変形温度よりも高く、かつ、前記部材を構成する材料の熱変形温度よ
りも低い温度で行われる。
【発明の効果】
【００１１】
　本技術により、各部材に形成された流路あるいは領域を高精度かつ簡便に位置決めして
繋ぎ合わせることが可能なマイクロチップが提供される。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本技術に係る複合材料構造物の構成を説明する上面模式図である。
【図２】本技術に係る複合材料構造物の構成を説明する断面模式図（図１中Ｐ－Ｐ断面）
である。
【図３】本技術に係る複合材料構造物の構成を説明する断面模式図（図１中Ｑ－Ｑ断面）
である。
【図４】基材１１，１２の構成を説明する断面模式図である。
【図５】部材２の構成を説明する模式図である。（Ａ）は上面図、（Ｂ）は側面図、（Ｃ
）は正面図を示す。
【図６】基材１１，１２と部材２の接合部の構成を説明する断面模式図である。（Ａ）は
基材１１，１２の熱変形前、（Ｂ）は熱変形後を示す。
【図７】基材１１，１２と部材２の接合部の変形例の構成を説明する断面模式図である。
（Ａ）、（Ｃ）は基材１１，１２の熱変形前、（Ｂ）、（Ｄ）は熱変形後を示す。
【図８】本技術に係る複合材料構造物の実施形態の具体例を説明する模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本技術を実施するための好適な形態について図面を参照しながら説明する。なお
、以下に説明する実施形態は、本技術の代表的な実施形態の一例を示したものであり、こ
れにより本技術の範囲が狭く解釈されることはない。説明は以下の順序で行う。
 
１．複合材料構造物
２．複合材料構造物の製造方法
３．微小粒子分析用マイクロチップ
 
【００１４】
１．複合材料構造物
　図１は、本技術に係る複合材料構造物の構成を説明する上面模式図である。また、図２
及び図３は、本技術に係る複合材料構造物の構成を説明する断面模式図である。図２は図
１中Ｐ－Ｐ断面に対応し、図３はＱ－Ｑ断面に対応する。
【００１５】
　図中、符号Ａで示す複合材料構造物は、熱圧着により接合された基材１１、１２と、基
材中に埋め込まれて接合された埋め込み部材２（以下、単に「部材２」と称する）とから
構成されている。基材１１，１２及び部材２には、領域３が形成されている。以下、領域
３を液体が通流される流路として説明し、「流路３」と称するものとする。また、複合材
料構造物Ａを前記液体の分析に供されるマイクロチップとして説明し、「マイクロチップ
Ａ」と称する。
【００１６】
　基材１１、１２は、熱可塑性樹脂からなり、熱圧着により接合されている。基材１１、
１２には、流路３の一部構成として、分析対象とする液体あるいは分析対象物を含む液体
を外部から流路３内に導入するための導入口３１と、該液体を流路３内から外部へ導出す
るための排出口３２が形成されている。
【００１７】
　熱可塑性樹脂としては、マイクロチップの材料として従来用いられている樹脂であって
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よく、ポリカーボネート、ポリメタクリル酸メチル樹脂（ＰＭＭＡ）、環状ポリオレフィ
ン、ポリエチレン、ポリスチレン、ポリプロピレン及びポリメチルジシラザン（ＰＤＭＳ
）などが挙げられる。基材１１、１２への流路３等の成形は、ナノインプリント、射出成
型及び機械加工などの従来公知の手法によって行うことができる。
【００１８】
　部材２は、基材１１、１２を構成する熱可塑性樹脂よりも熱変形温度が高い材料からな
る。部材２の材料としては、上述の熱可塑性樹脂、金属、ガラス、石英、セラミック等が
挙げられる。部材２への流路３等の成形は、例えば部材２がガラス製の場合、ウェットエ
ッチングやドライエッチングによって行うことができる。また、例えば部材２が金属製の
場合には、機械加工によって行えばよい。
【００１９】
　流路３のうち、基材１１、１２に形成された部分と部材２に形成された部分とは、図１
及び図２に示されるように、位置ずれを生じることなく連絡され、繋ぎ合わされている。
これにより、流路３内に導入された液体が、基材１１、１２に形成された部分と部材２に
形成された部分との繋ぎ目において流れに乱れを生じることなく流路３内を通流できるよ
うにされている。
【００２０】
　このような基材１１、１２に形成された流路３と部材２に形成された流路３との繋ぎ合
わせは、熱圧着時に生じる基材１１、１２の熱変形を利用して、基材１１，１２に対して
部材２を位置決めすることによって達成できる。すなわち、図３に示すように、マイクロ
チップＡでは、部材２が熱変形により収縮した基材１１，１２の壁面１３によって固定保
持されることによって、基材１１，１２と部材２とが位置決めされている。基材１１、１
２の熱変形を利用した基材１１，１２と部材２との位置決めについては、次の複合材料構
造物の製造方法の項において詳しく説明する。
【００２１】
　ここでは、マイクロチップＡとして、二つの基材１１，１２と一つの部材２が複合化さ
れた複合材料構造物を例示したが、本技術に係る複合材料構造物は、基材を三以上含むも
のであってよく、部材も二以上含んでいてよい。また、ここでは、流路３等の領域が基材
１１，１２のそれぞれに一部ずつ形成されてなる場合を例に説明したが、これらの領域は
基材１１，１２のいずれか一方に全て形成されているものであってよい。
【００２２】
２．複合材料構造物の製造方法
　次に、図４～図６を参照して、上述のマイクロチップＡを例に、本技術に係る複合材料
構造物の製造方法について説明する。図４は、基材１１，１２の構成を説明する断面模式
図であり、図２において部材２を省略した図に相当する。図５は、部材２の構成を説明す
る模式図であり、（Ａ）は上面図、（Ｂ）は側面図、（Ｃ）は正面図を示す。図６は、基
材１１，１２と部材２の接合部の構成を説明する断面模式図であり、（Ａ）は基材１１，
１２の熱変形前、（Ｂ）は熱変形後を示す。なお、図６は、図１中Ｑ－Ｑ断面に対応して
いる。
【００２３】
　まず、第一の工程として、熱可塑性樹脂からなり、空間１４を有する基材１１，１２を
配する工程について説明する。本工程では、基材１１，１２に、両者を重ね合わせた状態
において部材２を挿入可能となる空間１４を形成する（図４参照）。この空間１４は、基
材１１、１２の重ね合わせ時において、一面に流路３が開口し、これと対向する面が開放
された直方体形状の空間とされている。空間１４は、流路３と同様に、ナノインプリント
、射出成型及び機械加工などの手法より成形される。
【００２４】
　一方、部材２の両端には、基材１１，１２の空間１４に挿入される係合端２１が構成さ
れている。係合端２１は、直方体形状とされた部材２本体の両端に、正面視八角形（図５
（Ｃ）参照）の柱体形状で設けられている。部材２本体及び二つの係合端２１には、一本
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の流路３が形成されている。
【００２５】
　次に、第二の工程として、空間１４内に、前記熱可塑性樹脂よりも熱変形温度が高い材
料からなる部材２を挿入する工程について説明する。本工程では、係合端２１を、重ね合
わされた基材１１、１２が形成する空間１４に挿入する。空間１４に係合端２１が挿入さ
れた状態を、図６（Ａ）に示す。空間１４への係合端２１の挿入は、基材１１と基材１２
を重ね合わせた後、空間１４に係合端２１を挿し入れることによって行ってもよいが、好
適には以下のようにして行うことができる。すなわち、まず、基材１２の空間１４を構成
する凹部に部材２の係合端２１を係止させる。次に、基材１１の空間１４を構成する凹部
の位置と、基材１２に係止させた係合端２１との位置が一致するようにして、基材１１を
基材１２に重ね合わせる。
【００２６】
　空間１４への係合端２１の挿入を容易にするため、空間１４の内径Ｌ１は、係合端２１
の外径ｌと同径か、あるいは外径ｌよりも若干大きく形成することが好ましい。ただし、
空間１４の内径Ｌ１を係合端２１の外径ｌよりも大きく形成する場合にも、次に説明する
ように、基材１１，１２の熱圧着時に、熱変形した空間１４を構成する壁面１３が係合端
２１に接触できるようにする必要がある。なお、ここで、内径Ｌ１及び外径ｌは図中上下
方向（Ｙ軸方向）に限定して解釈されるものではなく、左右方向（Ｘ軸方向）を含めてあ
らゆる方向の径を意味すると解すべきである。
【００２７】
　続いて、第三の工程として、基材１１，１２を熱圧着により接合することによって、空
間１４内に挿入された部材２を、熱変形した基材１１，１２の空間１４を構成する壁面１
３によって固定保持させる工程について説明する。本工程では、空間１４へ係合端２１を
挿入した後、基材１１，１２を熱圧着する。熱圧着は、基材１１，１２を構成する熱可塑
性樹脂の熱変形温度よりも高く、部材２を構成する材料の熱変形温度よりも低い温度で行
う。この熱圧着操作により、基材１１，１２は熱変形し、空間１４を構成する壁面１３が
熱収縮し、空間１４が縮小する。一方、部材２は、熱圧着操作によっても熱変形しない。
その結果、熱変形後の空間１４の内径Ｌ２が係合端２１の外径ｌよりも小さくなり、図６
（Ｂ）に示すように、熱収縮した壁面１３によって係合端２１が固定保持され、基材１１
，１２と部材２が接合される。
【００２８】
　熱圧着操作の際、壁面１３の熱収縮及び空間１４の縮小は等方的に生じる。具体的には
、空間１４を構成する壁面１３のうちＹ軸方向で対向する壁面１３１，１３２とＸ軸方向
で対向する壁面１３３，１３４との４面は、熱収縮によって空間１４側に等しく膨出して
くる。その結果、等量膨出した壁面１３１，１３２，１３３，１３４によって、係合端２
１が空間１４内の中央に保持され、位置決めされることになる。そして、基材１１，１２
に形成された流路３の一部と部材２に形成された流路３の一部とが連絡され、繋ぎ合わさ
れる（図１及び図２参照）。
【００２９】
　このように、基材１１，１２の熱収縮を利用して、空間１４内の中央に部材２が保持固
定されるようにすることで、基材１１，１２及び部材２にそれぞれ形成された流路３を簡
便かつ高精度に位置決めでき、ずれを生じることなく繋ぎ合わせることが可能となる。
【００３０】
　空間１４の内径Ｌ１及び係合端２１の外径ｌは、このような壁面１３の熱収縮量を考慮
して、熱収縮した壁面１３が係合端２１に密に接触できるように適切な径に設定される。
すなわち、空間１４の内径Ｌ１は、熱変形後の内径Ｌ２が係合端２１の外径ｌよりも小さ
くなるように予め設計される。
【００３１】
　ここでは、熱収縮した壁面１３１，１３２，１３３，１３４によって係合端２１が空間
１４内においてＸ軸方向及びＹ軸方向の両方向に位置決めされる場合を説明したが、位置
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決め方向は壁面１３１，１３２によってＸ軸方向にのみ、あるいは壁面１３３，１３４に
よってＹ軸方向のみの一方向になされてもよい。位置決めを一方向のみに行う場合、空間
１４の内径Ｌ１はＸ軸方向とＹ軸方向とで異なっていてもよく、係合端２１の外径ｌも同
様にＸ軸方向とＹ軸方向とで異なっていてよい。さらに、位置決め方向は、Ｘ軸方向及び
／又はＹ軸方向に加えて、これらにＺ軸方向（流路３に平行な方向）にも行うことが可能
である。
【００３２】
　また、熱収縮した際、壁面１３の一部は係合端２１に接触しないように、空間１４の形
状及び係合端２１の形状を設計することが好ましい。熱収縮した際、壁面１３の全面が係
合端２１に密接する場合、空間１４側に膨張する熱可塑性樹脂の圧力によって部材２が変
形、破壊されるおそれがある。これを回避するため、ここでは、空間１４を直方体形状と
し、係合端２１を八角柱形状としている。これにより、空間１４が熱縮小した場合に、係
合端２１の８面のうち４面は壁面１３に接触せず、壁面１３との間に空隙を形成すること
となるため、この空隙が膨張した熱可塑性樹脂の逃げ場となって部材２に過度の圧力がか
かることが防止される。
【００３３】
　空間１４及び係合端２１の形状は、直方体形状と八角柱形状の組み合わせに限定されず
、種々の形状の組み合わせであってよい。例えば図７（Ａ）、（Ｂ）に示すように、係合
端２１の形状は、円柱であってもよい。また、例えば図７（Ｃ）、（Ｄ）に示すように、
空間１４を八角柱形状とし、係合端２１を円柱形状としてもよい。いずれの場合にも、熱
収縮した際、壁面１３の一部は、係合端２１に密接して空間１４内に係合端２１を位置決
めするように機能し、かつ、壁面１３の他の一部は係合端２１との間に空隙を形成して部
材２への過度の圧力を防止するように機能する。
【００３４】
　基材１１，１２の熱変形により接合された基材１１，１２と部材２との接合部には、封
止材を配したり、封止材による処理を行ったりして、液密性を高めるようにしてもよい。
封止は、ゴム等の弾性部材（Ｏリングなど）を接合部に配する方法や、接着剤を接合部に
塗布する方法などによって行うことができる。
【００３５】
３．微小粒子分析用マイクロチップ
　上述したマイクロチップＡの具体的な実施形態の一例として、マイクロチップＡを微小
粒子分析のために用いる例を説明する。なお、微小粒子分析用のマイクロチップとしては
、先に挙げた特許文献１を参照可能である。
【００３６】
　図８に示すマイクロチップＡは、熱圧着により接合された熱可塑性樹脂製基材に、石英
からなる部材２が埋め込まれてなり、基材と部材２には分析対象とする微小粒子を含む液
体（以下、「サンプル液」と称する）が通流される流路３が形成されている。
【００３７】
　サンプル液は、サンプルインレット３１１から流路３内に導入される。サンプル液に含
まれる微小粒子は、細胞や微生物、リポソームなどの生体関連微小粒子、あるいはラテッ
クス粒子やゲル粒子、工業用粒子などの合成粒子などであってよい。生体関連微小粒子に
は、各種細胞を構成する染色体、リポソーム、ミトコンドリア、オルガネラ(細胞小器官)
などが含まれる。対象とする細胞には、動物細胞(血球系細胞など)および植物細胞が含ま
れる。微生物には、大腸菌などの細菌類、タバコモザイクウイルスなどのウイルス類、イ
ースト菌などの菌類などが含まれる。さらに、生体関連微小粒子には、核酸やタンパク質
、これらの複合体などの生体関連高分子も包含され得るものとする。また、工業用粒子は
、例えば有機もしくは無機高分子材料、金属などであってもよい。有機高分子材料には、
ポリスチレン、スチレン・ジビニルベンゼン、ポリメチルメタクリレートなどが含まれる
。無機高分子材料には、ガラス、シリカ、磁性体材料などが含まれる。金属には、金コロ
イド、アルミなどが含まれる。これら微小粒子の形状は、一般には球形であるのが普通で
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あるが、非球形であってもよく、また大きさや質量なども特に限定されない。
【００３８】
　サンプル液は、シースインレット３１２から導入されるシース液により周囲を取り囲ま
れた状態で流路３を送液される。シースインレット３１２から導入されたシース液は、２
方向に分かれて送液された後、サンプルインレット３１１から導入されたサンプル液との
合流部において、サンプル液を２方向から挟み込むようにしてサンプル液に合流する。こ
れにより、合流部において、シース液層流の中央にサンプル液層流が位置された３次元層
流が形成される。
【００３９】
　符号４は、流路３に詰まりや気泡が生じた際に、流路３内に負圧を加えて流れを一時的
に逆流させて詰まりや気泡を解消するための吸引流路を示す。吸引流路４の一端には、真
空ポンプ等の負圧源が接続される吸引アウトレット４２が形成され、他端は連通口４１に
おいて流路３に接続している。
【００４０】
　微小粒子は、形成された３次元層流中に一列に配列した状態となって流路３内を通流さ
れ、光学検出手段Ｂによる光照射部まで送液される。光学検出手段Ｂは、レーザー光源、
微小粒子に対してレーザー光を集光・照射する集光レンズ、ダイクロイックミラー、バン
ドパスフィルターなどからなる照射系と、レーザー光の照射によって微小粒子から発生す
る測定対象光を検出する検出系と、によって構成される。検出系は、例えば、ＰＭＴ（ph
oto multiplier tube）や、ＣＣＤ及びＣＭＯＳ素子等のエリア撮像素子などによって構
成される。なお、図では、光学検出手段Ｂとして集光レンズのみを示した。また、図では
、照射系と検出系を同一の光学経路により構成した場合を示したが、照射系と検出系は別
個の光学経路により構成してもよい。
【００４１】
　光学検出手段Ｂの検出系により検出される測定対象光は、測定光の照射によって微小粒
子から発生する光であって、例えば、前方散乱光や側方散乱光、レイリー散乱やミー散乱
等の散乱光や蛍光などとすることができる。これらの測定対象光は電気信号に変換され、
この電気信号に基づいて微小粒子の光学特性が検出される。
【００４２】
　光照射部を通過したサンプル液は、流路３の一端に設けられた吐出口３２１からチップ
外の空間に排出される。この際、振動素子によってマイクロチップＡを振動させることで
、サンプル液を微小粒子を含む液滴としてチップ外の空間に吐出できる。吐出された液滴
には、荷電電極インレット５に挿入された電極によって電荷が付与される。
【００４３】
　チップ外の空間には、吐出された液滴の移動方向に沿って、移動する液滴を挟んで対向
する対電極配置されており、この対電極との電気的な反発力（又は吸引力）によって液滴
の移動方向が制御されることによって、液滴に含まれる微小粒子がその光学特性に応じて
分別、分取される。
【００４４】
　マイクロチップＡでは、流路３のうち光学検出手段Ｂによる光照射部を構成する部分を
、光透過性に優れ、光学誤差の少ない石英によって形成している。このため、微小粒子へ
のレーザー光の照射効率が高く、測定対象光も高精度に検出することでき、微小粒子の光
学特性を正確に判定して分取を行うことが可能である。
【００４５】
　また、マイクロチップＡの光照射部のみを高価な石英とし、他の部分は安価で成形が容
易な熱可塑性樹脂によって構成することで、チップ全体の製造コストを抑制することも可
能である。なお、部材２の材料は、光透過性に優れ、光学誤差の少ない材料であれば、石
英に限定されることはない。
【００４６】
　基材と部材２にそれぞれに形成された流路３は、上述した本技術に係る複合材料構造物
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の製造方法を適用することによって、位置ずれを生じることなく連絡し、繋ぎ合わされて
いる。例えば、流路３の径が１００μｍである場合、本技術に係る複合材料構造物の製造
方法によれば、数十μｍ以下の位置決め精度で流路を繋ぎ合わせることができる。
【００４７】
　このため、マイクロチップＡでは、流路３内に形成されたサンプル液とシース液との３
次元層流が、基材に形成された部分と部材２に形成された部分との繋ぎ目において乱れる
ことなく流路３内を通流できる。従って、マイクロチップＡでは、光照射部におけるレー
ザー光の焦点位置と微小粒子の送流位置を精緻に一致させて、微小粒子の光学特性を正確
に測定することができる。また、吐出口３２１からチップ外の空間に排出される液滴の形
状及び大きさを安定化して、液滴の移動方向の制御及び分取を高精度に行うことができる
。
【００４８】
　本技術に係る複合材料構造物は以下のような構成をとることもできる。
（１）熱可塑性樹脂からなり、熱圧着により接合された二以上の基材と、前記熱可塑性樹
脂よりも熱変形温度が高い材料からなり、前記基材の少なくとも一つに形成された空間内
に挿入された一以上の部材と、から構成され、前記空間内に挿入された前記部材が、熱圧
着により熱変形した前記基材の前記空間を構成する壁面によって固定保持されている複合
材料構造物。
（２）前記空間内における前記部材の位置が前記壁面によって位置決めされている上記（
１）記載の複合材料構造物。
（３）前記基材の少なくとも一以上と前記部材とにそれぞれ形成された領域が連絡するよ
うに、前記部材が前記空間内に位置決めされている上記（１）又は（２）記載の複合材料
構造物。
（４）前記領域として液体が通流される流路が形成されたマイクロチップである上記（３
）記載の複合材料構造物。
（５）前記流路を通流する液体あるいは該液体に含まれる試料に対して光が照射される光
照射部を備え、前記基材を構成する前記熱可塑性樹脂よりも光透過性に優れた材料からな
る前記部材によって、前記光照射部が構成されている上記（４）記載の複合材料構造物。
【００４９】
　また、本技術に係る複合材料構造物の製造方法は以下のような構成をとることもできる
。
（１）熱可塑性樹脂からなり、少なくとも一つに形成された空間を有する二以上の基材を
配する工程と、前記空間内に、前記熱可塑性樹脂よりも熱変形温度が高い材料からなる一
以上の部材を挿入する工程と、前記基材を熱圧着により接合することによって、前記空間
内に挿入された前記部材を、熱変形した前記基材の前記空間を構成する壁面によって固定
保持させる工程と、を含む複合材料構造物の製造方法。
（２）前記固定保持させる工程において、前記空間内における前記部材の位置を前記壁面
によって位置決めする上記（１）記載の製造方法。
（３）前記固定保持させる工程において、前記基材の少なくとも一以上と前記部材とにそ
れぞれ形成された領域が連絡するように、前記部材を前記空間内に位置決めする上記（１
）又は（２）記載の製造方法。
（４）前記固定保持させる工程において、前記基材を構成する前記熱可塑性樹脂の熱変形
温度よりも高く、かつ、前記部材を構成する材料の熱変形温度よりも低い温度で、前記基
材の熱圧着を行う上記（１）～（３）のいずれかに記載の製造方法。
【産業上の利用可能性】
【００５０】
　本技術に係る複合材料構造物及びその製造方法によれば、異種材料からなる複数の部材
を簡便かつ高精度に位置決めして複合化させることができ、部材の熱収縮を利用して複合
化を行うことで部材の公差に対する許容度を大きくできる。このため、本技術は、成形の
容易性等などの製造工程上の制約及び光透過性などの機能上の制約から異種材料からなる
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部材を複合化させて構造物を得る際に有用であり、例えば高機能な光学用途の構造物を構
成するために利用できる。
【符号の説明】
【００５１】
Ａ：マイクロチップ、Ｂ：光学検出手段、１１，１２：基材、１３，１３１，１３２，１
３３，１３４：壁面、１４：空間、２：埋め込み部材、２１：係合端、３：流路、３１：
導入口、３１１：サンプルインレット、３１２：シースインレット、３２：排出口、３２
１：吐出口、４：吸引流路、４１：連通口、４２：吸引アウトレット、５：荷電電極イン
レット

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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              実開昭６３－１６６４１５（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開２００７－１７０９５８（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２００２／０１７６８０４（ＵＳ，Ａ１）　　
              特表平０９－５０４３６２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ２９Ｃ　６３／００－６５／８２
              Ｇ０１Ｎ　３７／００
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